
監理団体・企業単独型実習実施者の皆様へ

外国人技能実習機構では、技能実習制度の改正（運用の取扱いの変更も含
む。）があった際や今般の新型コロナウイルス感染症に関する技能実習制
度上の取扱いなど重要なお知らせがあった際に、当機構のＨＰに掲載する
だけではなく、事前に登録されたメールアドレス宛てに情報発信している
ところです。是非、監理団体・企業単独型実習実施者の皆様にはメールア
ドレスをご登録いただきますよう、よろしくお願いします。

なお、登録については１つの監理団体（企業単独型実習実施者）当たり１
件でお願いします。

メールアドレスの登録のお願い

登録先アドレス⇒ m-magazine@otit.go.jp
登録時の件名 ⇒ 情報発信希望
※当方からのメールは「m-magazine@otit.go.jp」から送信します。
「m-magazine@otit.go.jp」からのメールを受信できるように
設定をお願いします。

【監理団体様の登録内容】
①監理団体名
②登録担当者名
③許可番号
④連絡先電話番号

【企業単独型実習実施者様の登録内容】
①企業単独型実習実施者名
②登録担当者名
③実習実施者届出受理番号
④連絡先電話番号

これまでに配信したお知らせ

登録のご案内

・受検手続支援のご案内について
・公的年金制度のご案内について
・各都道府県等がまとめている防災情報について
・認定申請に関するお願い
・優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準について
・技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレット
（※）その他、新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策の情報や台風等災害が予

想される際には、防災に関する役立つ情報についてもご連絡しています。


